
ルート 2 による確認申請等の構造計算適合性判定について 

平成 27 年 6 月１日施行の「建築基準法の一部を改正する法律（平成２６年法律第５４号）」

により建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法（許容応力度等計

算（ルート２）で計算したものについて、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有す

るものである建築主事（ルート２主事）が審査を行う場合には、構造計算適合性判定が不要

になるように改正されました。 

市川市においては、当面の間、上記による審査を実施しませんので、構造計算適合性判

定が必要になります。 
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